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＜40年加入した場合のイメージ＞

　平成27年10月1日の被用者年金制度一元化に伴い、新設された退職等年金給付は、国
民年金・厚生年金といった公的年金制度とは異なり、将来ご自身が年金を受給する際に
必要な原資「給付算定基礎額」をあらかじめ労使折半による保険料で積み立てる「積立方
式」による給付となります。

　平成27年10月以降、組合員資格喪失時までの組合員期間が年金額の計算対象期間となります。
　厚生年金と異なり、70歳以降も組合員期間中は年金額の計算期間となります。

※ 平成27年9月までの組合員期間を有する方は、旧の職域年金相当

部分の退職共済年金(経過的職域加算額)も支給対象となります。

将来の年金原資を累積

● 年金額の計算期間と資格喪失について

● 支給のイメージ

● 積立のイメージ

▲
退職

▲
加入

退職等年金給付について

老齢厚生年金

老齢基礎年金(国民年金)1階部分

2階部分

3階部分 退職等年金給付 ※
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　令和3年5月下旬以降に全国市町村職員共済組合連合会より令和2年4月から令和3年3月までの「給
付算定基礎額」に関する情報を圧着はがきで送付しました。
　組合員の方には、毎年送付しているものとなります。
　なお、作成日時点で本組合に届け出をしている住所あてに送付しておりますので、住所変更された
方等には、届かない場合がありますので、ご注意ください。

　老齢厚生年金と同様に適用となります。

1　退職年金
　原則、65歳から受給できる年金です。
　終身と有期（20年・10年・一時金のいずれかを選択※）の2種類の受給となります。
　※受給方法の申出は、退職年金の給付事由発生日から6月以内である場合に限ります。
　※請求時に申出がない場合または給付事由発生から6月を超えている場合は20年になります。
2　公務障害年金
　公務による病気やケガにより障害等級が1級から3級に該当する程度の障害の状態になった場合に支給され
る年金です。 ［組合員期間中は支給停止となります。］
　障害者手帳の等級とは異なりますので、ご注意ください。

3　公務遺族年金
　公務上の事由による病気やケガで死亡したときなどに遺族に支給される年金です。
　遺族の範囲は遺族厚生年金と同様となります。
　※公務障害年金および公務遺族年金ともに、通勤災害による傷病は対象外です。

● 養育特例制度について

● 給付の種類

お問い合わせ先　年金課　☎048-822-3307

「給付算定基礎額残高通知書」を送付しました
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